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エネルギー管理指定工場について 

 

（エネルギー管理指定工場） 

エネルギーの使用の合理化に関する法律（省エネルギー法）により、エネルギー使用量が 1500kl（原

油換算値）以上の工場・事業場は第 1種又は、第 2種の指定工場として指定される。 

鶴見緑地は、第 1種エネルギー管理指定工場として指定されている。 

 

（エネルギー管理員の職務） 

第 1種エネルギー管理指定工場等における、エネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費す

る設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善および監視その他経済産業省令で定める業務を管理する。

【省エネルギー法第 11条】 

 

（エネルギー管理員） 

事業者は指定区分に応じて、第 1種特定事業者又は第 2種特定事業者として、指定工場ごとに、エネ

ルギー管理者又はエネルギー管理員の選任・届出を行う必要がある。 

鶴見緑地は第 1種エネルギー管理指定工場の為、エネルギー管理員の選任が必要となる。 

エネルギー管理員の業務については、省エネルギー法に基づき業務を遂行すること。 

また、管理標準に従いエネルギー管理を行うこと。 

 

（事業所） 

鶴見緑地は、大阪市を事業者（特定事業者）とする、事業場の扱いとなる。 

 

（エネルギー管理） 

鶴見緑地のエネルギー管理は、鶴見緑地（花博記念公園）エネルギー管理標準を参考に、指定管理事

業者の創意工夫のもと、効果的・効率的なエネルギー管理方法等を検討し、管理すること。 

また、管理基準は報告書作成の基準となる。 

 

（報告書） 

エネルギー使用状況届出書・定期報告書・中長期計画書等は指定工場ごとに作成し提出が必要である。

大阪市に提出すること。 

 

（その他） 

鶴見緑地のエネルギー使用量 (原油換算値）は次のとおり推移している。 

H27年度 H28年度 H29年度 

2,420kl 2,089kl 2,350kl 

 ※大阪市契約の電気、ガスの使用量から算出 

  






























































